
 
 

 
 
 

 

原子燃料工業東海事業所での臨界防止の制限量を超えた 

ウラン取り扱い事故に関する申し入れ 
 ４月１０日、党県委員会と県議団は、茨城県知事に対し、原燃工が保安規定に定めてある核

的制限値を超えたウランの取り扱いを行った問題について、事故原因の徹底究明と再発防止策

など４項目の申し入れを行いました。申し入れには私も同行しました。 

 

 
 県担当者に申し入れる（左から）山中県議、田谷県委員長、大内県議、私 

  

 
 
 
 
 
 
 
 申し入れでは、「事故は起こりうるという視点で対応することが大切。ＪＣＯ臨界事故の教訓をい

かしていってほしい。効率優先は大変な事態を招く。県としても大きな問題が突きつけられたと考え

て対応すべきだ。」など強調しました。 

対応した県原子力安全対策課は、１２日に原子力安全協定を結んでいる関係自治体とともに原燃工

に立入り、事実関係や作業手順、研修・教育状況などを調査すると述べました。 

こんにちは ！ 日本共産党の 

大名みえ子です 
ご相談はお気軽にお寄せください 

200７年４月 １３日 no.5３ 

    〒319-1112 

東海村村松2401-2 

oona_toukai@yahoo.co.jp 
電話・fax 029-284-0761 

守れ 9 条！

申し入れ項目 
   １．事業者にたいし、事故原因の究明と再発防止策を求めること。 
   ２．立入調査をおこなうなど事故原因を徹底調査し、結果を公表すること。 

 ３．核燃料製造工場を含め原子力施設における臨界事故対策の総点検をおこなうこと。 
   ４．国にたいし臨界事故対策を含めた安全対策の抜本的強化を求めること。 
                           → 申し入れ書全文 

http://www.jcp-net.jp/ibahoku/kengikai/07_04_11akahata.htm


 (株)大豊プラント計画の産廃焼却施設問題の学習会  

みなさんぜひ参加しましょう 

 〝広大な水田や、干しいも、ぶどう（など）の産地に産廃焼却施設はいらない〟 

 

 住民も議会も村も、この一点で産廃焼却施設建設に反対意思を示してきましたが、さる２月、業者

が県の「違法確認」（申請書類が合法的なのに、県が許可を出さないのは違法行為だとする）を求め

る裁判をおこしました。１回目公判は３月２８日、次回は５月９日の予定です。 

 この間、住民・議会・村の各代表で話し合いをおこなってきましたが、次のように、学習会をもつ

ことになりました。その後、事業者説明会がおこなわれます。多くのみなさんのご参加で、産廃焼却

施設建設の諸問題点を学び、事業者へも問うていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注） 
 今回計画されている焼却炉は（株）日本エスプラント設計のＴＳ２４０型（４４ｔ/日、２４時間稼働）

とのことですが、大豊プラントが初めての使用となり、稼働実績はないと言うことです。 
 
 

バックナンバーは右記のホームページでどうぞ！  http://www.jcp-net.jp/ibahoku/ 

☆学習会   2007 年 4 月 22 日（日） 午後１時３０分から 
        中丸コミュニティーセンター会議室１・２ 
        講師 五来 則男 弁護士(水戸翔合同法律事務所、ごみ弁連所属） 
           石井 健 氏  （小田原市久野の環境を守る会事務局） 
 
☆事業者主催住民説明会 
       2007 年 4 月 24 日（火） 午後６時３０分から 
        中丸コミュニティーセンター多目的ホール 
 

各日程問い合わせは 東海村環境政策課 環境保全担当

        （２８２）１７１１（内線１４５１） 
または、大名美恵子 

tel/fax （２８４）０７６１ 
携帯  ０９０―３９６１―８５７８ 


